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～本冊子について～ 
この冊子は、障害のある子どもたちの就学や教育活動について、

京都府立特別支援学校に学ぶ子どもたちの姿を中心に紹介し、府

民のみなさんの御理解のもと、京都府の特別支援教育が一層発展

することを願って発行するものです。 



販売学習（与謝の海養護学校） 体育大会 （城陽養護学校） 

障害のある子どもたち一人一人のために 

京都府の特別支援教育 

　ノーマライゼーションの進展などに対応して、従来の障害児教育の対象の障害だけでな

く、ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害）、高機能自閉症等の発達障害を

含め、障害のある全ての子どもたちの自立や社会参加に向けて、一人一人の教育的ニーズ

を把握して、その持てる力を高め、学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るた

めに、適切な指導や必要な支援を行うのが『特別支援教育』です。 

　この考え方に立って、子どもと保護者、地域の人たちの願いにこたえるための教育活動

を大切にしています。 

　京都府では、児童及び生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図りな

がら、個性や能力の伸長に努め、生涯にわたって心豊かでたくましく生きる力を培う教育を進め

ています。 

　特別支援学校では、障害の重度・重複化及び多様化に対応した専門的学習指導を行うとともに、

地域における特別支援教育のセンター的機能を果たすため、「地域支援センター」を設置し、専任

の地域支援コーディネーターを配置して、教育相談（発達障害に関する内容を含む）などの支援

を積極的に行っています。 

　また、医療・保健・福祉・労働などの関係機関、家庭及び地域社会との連携並びに個別の教育

支援計画の策定と活用を推進しています。 

　小学校・中学校では、特別支援学級や通級指導教室、通常の学級で学ぶ発達障害を含めた障害

のある児童生徒を学校全体として支援するため、校内委員会を設置し特別支援教育コーディネー

ターを校務分掌に位置付けるなど、校内体制の整備を推進しています。 

　また、個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成・活用等により、計画的、組織的に個別

の教育的ニーズに応じた教育を推進しています。 
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保 護 者  

就学先の決定 就学先の決定 

市町村教育委員会 

就学時の 
健康診断 
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聴覚障害 

知的障害 

肢体不自由 
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特別支援 
学級 

市町村就学指導委員会 
による就学相談の実施 

※認定就学者 
（右頁参照） 

まずはお子さんの発達や障害の 
状況を正しく理解することです。 
次に「どんな教育の場」がある 
のかを知ることが大切です。 

就学先については、市町村教育委 
員会が保護者や専門家の意見を聴 
き、総合的に判断することとされ 
ています。 

ご家庭に届く就学通知は、 
地域の小・中学校に就学する場合は 
お住まいの市町村教育委員会から、 
特別支援学校に就学する場合は京都 
府教育委員会から送付されます。 

特別支援学校への就学は、市町村教育委員会から 
京都府教育委員会に対し、特別支援学校へ就学さ 
せるべき通知があり、京都府教育委員会が特別支 
援学校の指定を行います。 

※市町村教育委員会の就学相談のほかに、京都府教育委員会でも、お子さんの障害や就学先の決定で、お悩みの保護者に対し、 
　「就学巡回教育相談」を実施しています。ご活用ください。 

就学先が決定するまで 
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　特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に対し、一人一人のニーズに応じた適切な就学先を決定
することは、極めて重要なことです。この役割を担っているのは、市町村及び都道府県の教育委員会で
す。 
　市町村や都道府県の教育委員会が、一人一人のニーズに応じた就学指導を進めていくためには、保護
者との相談を重視し、保護者や専門家の意見を聴くなどして、適切に行う必要があります。 
　この目的のために、市町村及び都道府県の教育委員会には、医師、教育職員、児童福祉施設職員など 
各分野の専門家からなる『就学指導委員会］等が置かれています。 

就 学 基 準  

1 視覚障害 

①両眼の矯正視力おおむね0.3未満 

②視野狭窄等が高度の視機能障害 

拡大鏡等によっても 
通常の文字等の認識が 
不可能又は著しく困難 

※１ 

小 ・ 中 学 校  

特 別 支 援 学 校  
（視覚障害）  

その他 
2 聴覚障害 

3 知的障害 

4 肢体不自由 

5 病弱・身体虚弱 

6 言語障害、自閉症・情緒障害及び発達障害等 

両耳の聴力レベル 

おおむね60デシベル以上 

補聴器等によっても 
通常の話声の理解が 
不可能又は著しく困難 

※１ 

小 ・ 中 学 校  

特 別 支 援 学 校  
（聴覚障害）  

その他 

①知的発達の遅滞があり、意思疎通が 
　困難で日常生活で頻繁に援助が必要 
②上記の程度に達しない場合 

 
社会生活への適応が 
著しく困難 

※１ 

小 ・ 中 学 校  

特 別 支 援 学 校  
（知的障害）  

その他 

①補装具によっても歩行、筆記等、日常 
　生活の基本的動作が不可能又は困難 
②上記の程度に達しない場合 

 
常時医学的な観察指導 
が必要 

※１ 

小 ・ 中 学 校  

特 別 支 援 学 校  
（肢体不自由） 

その他 

①慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患等 
　の病弱者 
②身体虚弱者 

継続して医療（又は生活 
規制）が必要 

※１ 

小 ・ 中 学 校  

特 別 支 援 学 校  
（病　　　弱） 

その他 

　障害の種別や状態に応じて、小・中学校の特別支援学級における教育や通級指導教室による指導及び通常の 
学級における指導等様々な指導形態により教育を行う。 

※１　「認定就学者』 
　　　認定就学者とは、上記基準の１～５に該当する場合でも、市町村教育委員会が地域や学校の状況、児童生徒の支援の内容、 
　　保護者の意見等を総合的に考慮したうえ、小・中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると判断し 
　　て、小・中学校へ就学することを認める者です。 
※２　上記基準の１～５に該当しなければ、特別支援学校の小・中学部へ就学することはできません。 

就学指導委員会 

特別支援学校の就学基準に該当する障害 
があっても、小・中学校へ就学できる場 
合があります。 
障害がなければ、特別支援学校へは就学 
できません。 
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就学先の決定 
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［知的障害・肢体不自由］ 

京都府立特別支援学校所在地一覧 
 

与謝の海養護学校（昭44） 

［肢体不自由］ 

舞鶴養護学校北吸分校（平17） 

［病弱］ 

舞鶴養護学校行永分校（平17） 

［知的障害・肢体不自由］ 

舞鶴養護学校（平17） 

［視覚障害］ 

盲学校（明11） 

［聴覚障害］ 

聾学校（明11） 

［知的障害］ 

桃山養護学校（昭49） 

［知的障害・肢体不自由］ 

南山城養護学校（昭56） 

［知的障害・肢体不自由］ 

中丹養護学校（昭59） 

［知的障害・肢体不自由］ 

丹波養護学校（昭53） 

［知的障害・肢体不自由］ 

丹波養護学校亀岡分校（昭55） 

［知的障害・肢体不自由］ 

向日が丘養護学校（昭42） 

［知的障害・肢体不自由］ 

八幡支援学校（平22） 

［知的障害・肢体不自由］ 

宇治支援学校（平成23年開校） ［知的障害・肢体不自由・病弱］ 

城陽養護学校（昭61） 

［視覚障害・聴覚障害］ 

盲学校舞鶴分校 
聾学校舞鶴分校（昭27） 

平成23年4月から府立特別支援学校の校名を以下のように変更します。 
向日が丘養護学校→向日が丘支援学校　　城陽養護学校→城陽支援学校　　南山城養護学校→南山城支援学校  
丹波養護学校→丹波支援学校　　　　　　中丹養護学校→中丹支援学校　　舞鶴養護学校→舞鶴支援学校 
与謝の海養護学校→与謝の海支援学校 
※盲学校、聾学校は変更ありません。また、桃山養護学校については、平成22年度末をもって閉校します。 

（平成22年5月1日現在） 

伊根町 

京丹後市 宮津市 

宮津市 

舞鶴市 

綾部市 

京丹波町 
南丹市 

京都市 

亀岡市 

向日市 
長岡京市 

福知山市 

与謝野町 

大山崎町 

八幡市 

久御山町 

木津川市 京田辺市 

精華町 

和束町 

宇治市 

城陽市 

井手町 

宇治田原町 

笠置町 

南
山
城
村 
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京都府立特別支援学校一覧 
（平成22年5月1日現在） 

※桃山養護学校は、平成22年度末をもって閉校します。新たに、宇治支援学校が、平成23年4月、宇治市広野町（旧城南高校跡地）に開校します。 
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ぶらり嵐山 

高等部スポーツ交流会 

高等部スポーツ交流会 

農園での実習 （丹波養護学校） 

ぶらり嵐山  

教育環境の整備 

　よりよい教育環境のもとで子どもたち

が力いっぱい学習できるように、校舎など

の増改築や、障害に応じて適切な教育を

行うための施設設備の充実など、教育環境

の整備に努めています。 

　また、スポーツ交流会や芸術鑑賞会を実

施し、スポーツや芸術文化の振興に努めて

います。 

  京都市右京区にある「ぶらり嵐山」にお

いては、毎年児童生徒製作品展を開催し、

日頃の学習の成果を一般の方々に御覧い

ただいています。 
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実習風景 （盲学校） 

キャンプ学習 （盲学校） 

運動会（盲学校） 

プール学習 （盲学校） 

食育の指導 （盲学校） 

和太鼓大好き （盲学校舞鶴分校） 

視覚障害児の教育 

　視力、視野などの見る機能に障害のある

幼児児童生徒の教育は、盲学校や小・中学

校などで進めています。 

　盲学校には、幼稚部、小学部、中学部及

び高等部を設置しており、幼稚園、小学校、

中学校及び高等学校に準ずる教育を行う

とともに、点字や歩行指導など自立活動の

指導を行っています。 

  視覚障害のある子どものために、点字や

音声による支援機器など感覚を有効に活

用した教材・教具、また、文字を拡大するな

ど見やすい条件を整えるための教材・教具

を使用して指導しています。 

　高等部には、本科とともに専攻科を設置

し、はり師、きゅう師等の資格取得に向けた

職業教育などを行っています。 
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授業の様子 （聾学校） 

職業科実習風景（聾学校） 

お団子作り （聾学校舞鶴分校） 

修学旅行 （聾学校舞鶴分校） 

授業の様子 （聾学校） 

手話での交流 （聾学校） 

聴覚障害児の教育 

　聴覚に障害のある幼児児童生徒の教育は、

聾学校や小・中学校などで進めています。 

　聾学校には、幼稚部、小学部、中学部及

び高等部を設置しており、残存聴力や手話な

どを効果的に活用しながら幼稚園、小学校、

中学校及び高等学校に準ずる教育を行うとと

もに、言語指導や自立活動などの指導を行っ

ています。 

　幼稚部では、聴覚活用とともに個々に応じ

た視覚的サインを活用して言語指導を進めて

います。高等部では、普通科と専門学科を

設置し情報教育や職業教育に力を入れてい

ます。 

　通級指導教室等では、発音・発語指導や

教科の補充指導などを中心に行っています。 
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販売学習準備 （向日が丘養護学校） 

共同制作 （舞鶴養護学校） 

授業の様子（城陽養護学校） 

調理実習 （中丹養護学校） 

授業の様子 （南山城養護学校） 

苗木の里親の取組 （桃山養護学校） 

知的障害児の教育 

　知的発達に遅れのある児童生徒の教育は、知

的障害を対象とした特別支援学校や小・中学校

などで進めています。 

  特別支援学校や特別支援学級では、児童生徒

一人一人の発達の状態や社会性などを十分把握

し、少人数の集団で個に応じた指導を進めてい

ます。 

  特別支援学校には、小学部、中学部及び高等部

を設置しており、小学校、中学校及び高等学校に

準ずる教育を行うとともに、生活を豊かにするた

めの基本的生活習慣や教科等の基礎的な内容を

体験的・総合的に指導しています。 

  高等部では、働く生活に必要な意欲や態度を育

て知識・技術を身につけるよう、作業学習などの

職業教育にも力を入れ、社会的自立を目指して

います。 
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全校集会［卓球バレー］ （舞鶴養護学校北吸分校） 

中学部集会 （中丹養護学校） 

授業の様子 （舞鶴養護学校北吸分校） 

授業の様子 （丹波養護学校） 

授業の様子 （向日が丘養護学校） 

肢体不自由児の教育 

　手足や体の動きが不自由な児童生徒の教育は、

肢体不自由を対象とした特別支援学校や小・中学

校などで進めています。 

　特別支援学校には小学部、中学部及び高等部

（一部を除く。）を設置しており、小学校、中学校及

び高等学校に準ずる教育を行うとともに、体の動

きの改善や、コミュニケーションの力をはぐくむ自

立活動を重視しています。 

　近年、障害の重度・重複化、多様化が進んでいる

ことから、知的障害教育の指導内容を取り入れて

いるほか、自立活動の指導内容を中心にした指導

も行っています。 
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授業の様子（舞鶴養護学校行永分校） 

授業の様子 （丹波養護学校亀岡分校） 

授業の様子 （舞鶴養護学校行永分校） 

絵本の読み聞かせ （舞鶴養護学校行永分校） 

自立活動 （城陽養護学校） 

病弱児の教育 

　慢性の病気や体が弱いことにより、医療

や生活の規制（健康状態の回復・改善を図

るために、身体活動や食事など、生活上様

々な配慮をすること。）を必要とする児童生

徒の教育は、病弱・身体虚弱を対象とした

特別支援学校や小・中学校などで進めてい

ます。 

　特別支援学校には、小学部及び中学部を

設置しており、医療機関と連携をとりながら、

小学校及び中学校に準ずる教育を行うとと

もに、健康状態の回復・改善のための自立

活動の指導を行っています。 

  重複障害の児童生徒については、感覚・

運動・言語などの指導を総合的に行ってい

ます。 
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通級指導教室（園部小学校） 

通級指導教室（園部小学校 ） 

ボランティア養成講座 
（舞鶴養護学校 ） 

施設との交流（南山城養護学校 ） 

昼休み交流 
（八幡支援学校 ） 

小学校との交流 
（中丹養護学校 ） 

自閉症・情緒障害児の教育 
　自閉症等によりコミュニケーションが困難

な児童生徒や、心理的な要因による情緒障

害のため社会生活への適応が困難な児童生

徒には、特別支援学級などで、人とのかか

わりを円滑にし、生活する力を育てることを

目標に指導を行っています。 

通常の学級での指導 
　小・中学校などの通常の学級に在籍して

いる発達障害の児童生徒については、個々

の実態に応じて指導内容や指導方法を工夫

することとされています。 

　各学校では、個別の指導計画を作成する

など、個々の児童生徒の実態に応じた指導

を行っています。 

ボランティアの養成 
　障害のある子どもたちが地域で生き生きと生活するため

には、多くのボランティアの協力が必要です。特別支援学

校ではボランティアの養成を積極的に進めています。 

交流及び共同学習の充実 
　特別支援学校や小・中学校の特別支援学級では、他校及
び他の学級の子どもたちや地域の人々と活動をともにす
る機会を設けています。 
　交流及び共同学習は、経験を広め、社会性を養い、相互
理解に基づく好ましい人間関係を確立することを目指して
います。 
　また、小・中学校等の子どもたちや地域の人々が、障害
のある子どもたちとその教育に対する正しい理解と認識
を深めるための絶好の機会でもあります。 
　平成22年４月京都八幡高等学校南キャンパスと同一敷
地内に開校した八幡支援学校では、両校生徒の日常的な
交流を積極的に展開しています。 

通級による指導 
　通級による指導は、小・中学校の通常の

学級に在籍している障害のある児童生徒に

ついて、ほとんどの授業を通常の学級で受

けながら、障害の状態に応じた特別の指導

を特別の場で受ける教育形態です。 

　通級による指導は、言語障害、自閉症、

情緒障害、弱視、難聴、ＬＤ、ＡＤＨＤ等を

対象としています。 
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地域支援センターによる地域への支援 

　各府立特別支援学校に設置する地域支援センターにおいて、児童生徒の障害や発達に関して来

校相談や巡回による相談を実施しています。 

  盲学校、聾学校、城陽養護学校は府内全域を対象に障害種別による相談を、その他の地域支援

センターでは各通学区域を対象にして相談を実施しています。 

  各地域支援センターへのお問い合わせや相談の申込みは、5ページを参照してください。 
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高等学校進学　１人 

特別支援学校高等部進学 
115人 社会福祉施設 

医療機関 
97人 

高等学校 
等進学 
64人 

特別支援学校 
高等部進学 
69人 

就職 
27人 

職業訓練機関 
18人 

進学　5人 その他　1人 その他　4人 専修学校・ 
各種学校等 
4人 

就職　0人 

特別支援学校 
中学部卒業生 
116人 

特別支援学校 
高等部（本科）卒業生 

148人 

府内中学校 
特別支援学校卒業生 

141人 

中学部卒業生 高等部（本科）卒業生  

 
平成21年度 府立特別支援学校卒業生の進路 

平成21年度 府内中学校 
特別支援学校卒業生の進路 
                      （京都市を除く） 
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　児童生徒が在籍する学校でも教育相談を

行っていますが、次のところでは、より専門

的な相談を受けることができます。一人で

悩まずに、まず相談してください。 

市町村教育委員会等 

京都府総合教育センター 

　総合教育センターでは、教育相談の窓口を設けています。 

　相談を希望される方は、原則としてまず電話で御相談ください。 

　面接相談等を希望される場合は、専門的な助言ができる地元の相談機関やセンターの担当者

を紹介することもできます。 

　市町（組合）教育委員会にも、教育相談の窓口を設けています。市町村によっては、教育研究

所などで専門的な相談を受けることができます。 

　また、府内の多くの通級指導教室（ことばの教室）では、外来教育相談を行っています。 

教   育   相   談 

※教育相談窓口 

　　京都府総合教育センター TEL 075－612－3268又は3301 

　　京都府総合教育センター北部研修所 TEL 0773－43－0390 

             sukoyaka@kyoto-be.ne.jp
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特別支援学校幼児児童生徒数 

京都府における特別支援教育の現状 
（平成22年5月1日学校基本調査より） 

（単位：人） 

特別支援学級児童生徒数 （単位：学級、人） 

注：（　）は内数 

（統計） 
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